
２．大　　　　　気
（1）大気汚染に係る環境基準

表４－10

－169－

物 質 名

二 酸 化 硫 黄

（SO2）

１時間値の１日平均値が0.04ppm以下であ

り、かつ、１時間値が0.1ppm以下であるこ

と。

（昭和48年５月16日環境庁告示）

１時間値の１日平均値が0 . 0 4ppmから

0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であ

ること。

（昭和53年７月11日環境庁告示）

１時間値の１日平均値が10ppm以下であり、

かつ、１時間値の８時間平均値が20ppm以

下であること。

（昭和48年５月８日環境庁告示）

１時間値の１日平均値が0.10mg／m3以下で

あり、かつ、１時間値が0.20mg／m3以下で

あること。

（昭和48年５月８日環境庁告示）

１時間値が0.06ppm以下であること。

（昭和48年５月８日環境庁告示）

１年平均値が0.003mg／m3（3μg／m3）以
下であること。

（平成９年２月４日環境庁告示）

１年平均値が0.2mg／m3（200μg／m3）以
下であること。

（平成９年２月４日環境庁告示）

１年平均値が0.2mg／m3（200μg／m3）以
下であること。

（平成９年２月４日環境庁告示）

１年平均値が0.15mg／m3（150μg／m3）以
下であること。

（平成13年４月20日環境省告示）

１日平均値の高い方から２％の範囲内にあ

るものを除外した値が、0.04ppm以下に維

持されること。ただし、１日平均値が

0.04ppmを超えた日が２日以上連続しない

こと。

年間にわたる１日平均値のうち、低い方か

ら98％に相当する値が、0.06ppm以下に維

持されること。

１日平均値の高い方から２％の範囲内にあ

るものを除外した値が、10ppm以下に維持

されること。ただし、１日平均値が10ppm

を超えた日が２日以上連続しないこと。

１日平均値の高い方から２％の範囲内にあ

るものを除外した値が、0.10mg／m3以下に

維持されること。ただし、１日平均値が

0.10mg／m3を超えた日が２日以上連続しな

いこと。

年間を通じて、１時間値が0.06ppm以下に

維持されること。ただし、５時から20時の

昼間時間帯について評価する。

１年平均値と認められる値との比較によっ

て評価を行う。

１年平均値と認められる値との比較によっ

て評価を行う。

１年平均値と認められる値との比較によっ

て評価を行う。

１年平均値と認められる値との比較によっ

て評価を行う。

二 酸 化 窒 素

（NO2）

一 酸 化 炭 素

（CO）

浮遊粒子状物質

（SPM）

光 化 学

オキシダント

（Ox）

ベ ン ゼ ン

ト リ ク ロ ロ

エ チ レ ン

テトラクロロ

エ チ レ ン

ジ ク ロ ロ

メ タ ン

環　　境　　基　　準 評　　価　　方　　法



（2）緊急時の発令要件である大気汚染の状態

表４－11 （大気汚染防止法施行令第11条）

（注） 各々１時間値の継続時間を表わす。

－170－

物 質 名

二 酸 化 硫 黄

0.2 ppm ３時間

0.3 〃 ２　〃

0.5 〃 １　〃

0.15 〃 48 〃

2.0 mg/m3 ２時間

30 ppm １　〃

0.5 〃 １　〃

0.12 〃 １　〃

0.5 ppm ３時間

0.7 〃 ２　〃

3.0 mg/m3 ３時間

50 ppm １　〃

１ 〃 １　〃

0.4 〃 １　〃

浮 遊 粒 子 状 物 質

一 酸 化 炭 素

二 酸 化 窒 素

オ キ シ ダ ン ト

一 般 緊 急 時 重 大 緊 急 時

（平均値）

○指針値（環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値）

物 質 名

ア ク リ ロ ニ ト リ ル

塩化ビニルモノマー

水銀及びその化合物

ニ ッ ケ ル 化 合 物

年平均値が 2μg/m3以下

年平均値が10μg/m3以下

年平均値が 0.04μg/m3（40ng/m3）以下

年平均値が 0.025μg/m3（25ng/m3）以下

1 5 年 ９ 月 3 0 日 付
環管総発第 0 3 0 9 3 0 0 0 4 号通知

〃

〃

〃

指 針 値



（3）ばい煙発生施設等の届出状況

ア．大気汚染防止法

表４－12

－171－

区
　
分

ば
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
煙

1

5

6

9

10

11

12

13

29

30

31

2

3

4

5

ボ イ ラ ー

溶 解 炉

金 属 加 熱 炉

焼 成 炉

反 応 炉

乾 燥 炉

電 気 炉

廃 棄 物 焼 却 炉

ガ ス タ ー ビ ン

ディーゼル機関

ガ ス 機 関

施 設 合 計

工場・事業場数

堆 積 場

コ ン ベ ア

破砕機・摩砕機

ふ る い

施 設 合 計

工場・事業場数

9

3

12

1

6

2

0

0

22

2

2

26

2

9

2

12

0

264

0

31

0

0

0

0

470

15

32

4

2

14

2

11

0

17

0

567

38

96

45

25

204

1

19

90

6

116

1

一
　
般
　
粉
　
じ
　
ん

施　設　名

15年度末

現在の届

出施設数

電気事業

法の累計

ガス事業

法の累計

1 5 年度中の届出施設数

設置届 使用届 廃止届
変　　更

構造 使用方法等 処理方法

届出の
種類

項番号



イ．県民の生活環境の保全等に関する条例

表４－13

－172－

区
　
分

ば
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
煙

1

5

7

11

12

14

35

35

38

44

47

49

2

3

4

5

6

7

8

ボ イ ラ ー

溶 解 炉

石 油 加 熱 炉

直 火 炉

乾 燥 炉

廃 棄 物 焼 却 炉

施 設 合 計

工 場・事 業 場 数

うち大気指定工場等数

堆 積 場

コ ン ベ ア

ふ る い

打綿機・混打綿機

チッパー・砕木機

吹 付 け 塗 装 機

施 設 合 計

工 場・事 業 場 数

6

8

27

1

2

2

5

51

2

1

1

4

0

0

4

4

8

15

4

3

3

25

0

281

23

0

126

4

0

0

0

0

344

6

2

1

7

5

306

33

1

2

2

5

714

17

264

299

34

18

26

24

682

粉
　
　
　
じ
　
　
　
ん

炭化水素系物質発生施設

（アルコール類貯蔵施設）

施　設　名

1 5 年 度 末

現 在 の 届

出 施 設 数

1 5 年 度 中 の 届 出 施 設 数

設置届 使用届 廃止届
変　　　　更

構　造 使用方法等 処理方法

届出の
種類

項番号

ハ. 接着テープ等製
造用施設
ト. 化学工業品等の
製造用施設

フェノール・メラミン・尿
素系樹脂製造用施設
ジクロロメタンの
脱脂・洗浄施設
偏光フィルム製造
用延伸施設

アクリロニトリル使用
合成樹脂の製造施設

破砕機・粉砕器・
摩砕機・研磨機



豊
橋
地
区
測
定
点
 

財
　
務
　
部
 

企
　
画
　
部
 ・
財
産
管
理
課
 

・
秘
書
課
　
　
　
　
　
　
 

・
広
報
広
聴
課
　
　
　
　
 

・
市
民
課
　
　
　
　
　
各
窓
口
セ
ン
タ
ー
 

・
文
化
課
　
　
　
　
　
文
化
会
館
、
ラ
イ
フ
ポ
ー
ト
と
よ
は
し
 

・
健
康
課
 

・
福
祉
保
健
課
　
　
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
、地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

・
児
童
福
祉
課
　
　
　
各
保
育
園
、
交
通
児
童
館
 

・
高
齢
福
祉
医
療
課
　
　
各
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

・
障
害
福
祉
課
　
　
　
障
害
者
福
祉
会
館
 

・
環
境
政
策
課
 

・
農
政
課
　
　
　
　
　
農
協
各
支
店
 

・
総
務
課
 

・
学
校
教
育
課
 

・
社
会
教
育
課
 

・
青
少
年
課
 

・
ス
ポ
ー
ツ
課
 

・
中
央
図
書
館
 

・
美
術
博
物
館
 

・
自
然
史
博
物
館
 

・
総
合
動
植
物
公
園
管
理
事
務
所
 

・
管
理
課
 

・
総
合
老
人
ホ
ー
ム
 

 

文
化
市
民
部
 

福
祉
保
健
部
 

福
祉
事
務
所
 

環
　
境
　
部
 

産
　
業
　
部
 

教
　
育
　
部
 

都
市
計
画
部
 

市
民
病
院
 

福
祉
事
務
所
 

協
力
 

F
A
X

協
力
 

 

東
三
河
事
務
所
環
境
保
全
課
 

○
工
湯
ば
い
煙
排
出
量
 

　
削
減
要
請
等
立
入
 

豊
橋
市
保
健
所
 

○
被
害
調
査
 

豊
橋
郵
便
局
 

総
　
務
　
課
 

豊
橋
南
郵
便
局
 

総
　
務
　
課
 

幼
稚
園
協
会
他
 

１
　
予
報
 

２
　
注
意
報
 

３
　
警
報
 

４
　
重
大
警
報
 

愛
知
県
 

豊
橋
市
　
環
境
保
全
課
 

広
報
広
聴
課
へ
庁
内
放
送
依
頼
 

庁
内
放
送
不
可
の
部
課
等
へ
連
絡
 

消
防
本
部
　
　
通
信
指
令
課
 

中
消
防
署
、
南
消
防
署
、
各
分
署
、
各
出
張
所
 

吹
鳴
方
法
　
発
令
＝
２
０
秒
吹
―
５
秒
休
―
２
０
秒
吹
 

　
　
　
　
　
解
除
＝
１
０
秒
吹
 

サ
イ
レ
ン
吹
鳴
 

（
警
報
以
上
）
 

市
立
高
校
、
家
政
高
等
専
修
学
校
 

各
小
・
中
学
校
、
総
合
体
育
館
 

地
区
市
民
館
、
地
区
体
育
館
等
 

所
属
施
設
 

報
道
機
関
 

広
報
車
出
動
（
警
報
以
上
）
 

－173－

（
4）
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
通
報
体
制

ア
．
豊
橋
市
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
通
報
系
統
図
（
勤
務
時
間
内
の
場
合
）

図
４
－
１



 

豊
橋
地
区
測
定
点
 

財
　
務
　
部
 

企
　
画
　
部
 

  福
祉
保
健
部
 

 福
祉
事
務
所
 

  環
　
境
　
部
 

都
市
計
画
部
 

 文
化
市
民
部
 

 市
民
病
院
 

教
　
育
　
部
 ・
財
産
管
理
課
 

・
秘
書
課
　
　
　
　
　
　
報
道
機
関
 

・
広
報
広
聴
課
　
　
　
　
広
報
車
出
動
（
警
報
以
上
）
 

 ・
健
康
課
 

・
福
祉
保
健
課
　
　
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
、地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

・
高
齢
福
祉
医
療
課
 

・
障
害
福
祉
課
　
　
　
障
害
者
福
祉
会
館
 

・
児
童
福
祉
課
　
　
　
各
保
育
園
、
交
通
児
童
館
 

・
資
源
化
セ
ン
タ
ー
 

・
総
合
動
植
物
公
園
管
理
事
務
所
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
市
民
文
化
会
館
 

・
文
化
課
　
　
 　
　
　
　 ラ
イ
フ
ポ
ー
ト
と
よ
は
し
 

　
 
・
管
理
課
 

・
総
務
課
 

・
学
校
教
育
課
 

・
社
会
教
育
課
 

・
青
少
年
課
 

・
ス
ポ
ー
ツ
課
（
体
育
協
会
）
 

・
中
央
図
書
館
 

・
美
術
博
物
館
 

・
自
然
史
博
物
館
 

協
力
 

F
A
X

F
A
X

電
話
連
絡
 

協
力
 

 

東
三
河
事
務
所
環
境
保
全
課
 

○
工
湯
ば
い
煙
排
出
量
 

　
削
減
要
請
等
立
入
 

豊
橋
市
保
健
所
 

○
被
害
調
査
 

豊
橋
郵
便
局
 

総
　
務
　
課
 

豊
橋
南
郵
便
局
 

総
　
務
　
課
 

幼
稚
園
協
会
他
 

１
　
予
報
 

２
　
注
意
報
 

３
　
警
報
 

４
　
重
大
警
報
 

愛
知
県
 

豊
橋
市
 

　
消
防
本
部
　
通
信
指
令
課
 

防
災
セ
ン
タ
ー
 

環
境
保
全
課
長
 

ア
．
所
属
職
員
招
集
 

イ
．
関
係
機
関
、
施
設
 

　
へ
通
報
 

中
消
防
署
、
南
消
防
署
、
各
分
署
、
各
出
張
所
 

吹
鳴
方
法
　
発
令
＝
２
０
秒
吹
―
５
秒
休
―
２
０
秒
吹
 

　
　
　
　
　
解
除
＝
１
０
秒
吹
 

サ
イ
レ
ン
吹
鳴
（
警
報
以
上
）
 

総
合
体
育
館
、
地
区
 

市
民
館
、
地
区
体
育
 

館
等
所
属
施
設
 

 

－174－

イ
．
豊
橋
市
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
通
報
系
統
図
（
休
日
等
の
場
合
）

図
４
－
２




